
事務連絡  

令和８年７月６日  

 

在校生及び保護者の皆さまへ 

 

神奈川県立神奈川工業高等学校  

 

高校生等奨学給付金の案内等について（お知らせ） 

 

令和８年度において、高等学校等就学支援金制度の見直しが行われておりますが、

高校生等奨学給付金制度についても同様に見直しが行われております。 

この高校生等奨学給付金（以降、「奨学給付金」と表記します）とは、高等学校等に

おける教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的と

し、保護者等の負担する授業料以外の教育に必要な経費を給付するための制度です。 

文科省にて奨学給付金の申請について方針がようやく決定し、県教育委員会あてに

例年より２か月遅れて発出されたところです。 

つきましては、学校から各家庭への奨学給付金の申請の案内ができる時期は現時点

では８月下旬頃の見込みです。 

また、奨学給付金の申請ができるようになりましたら事務室窓口外にて配付します

ので、それまでの間は引き続きお待ちいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ 

 事務室 佐々木、坂上 

 電 話 045-491-9449 

 受付時間 平日 9：00～16:45 



 


